
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜ヶ丘のまちづくりを議会で最も取り上げてき

た議員ということもあり、今回のテーマも「桜ヶ丘

のまちづくり」です。 

まず、県道丸子中山茅ヶ崎線の横浜市境から旧藤

沢街道の約１キロの区間において、神奈川県による

街路整備事業が行われており、平成 15 年にスター

トしたこの事業も、２度にわたる計画期間の延長を

経て、期間満了となる平成 33 年３月まであと残り

３年となり、期間内の完成を目指して整備が進めら

れております。では、事業完了後の桜ヶ丘はどうな

るのでしょうか？ 

 

大和市議会議員  あかみね太一  
【プロフィール】沖縄県那覇市出身。昭和 55年 11月 27日生まれ。    

妻とダウン症の１０歳の娘、６歳の長男と４歳の次男の５人家族。桜

ヶ丘在住。防災士としても活動を展開中。 

 政党や組織の支援を一切受けずに大和市議会議員選挙に挑戦し二

期目の当選を果たす。議員活動を行いながら通信制の大学で福祉を学

び、さらに福祉関連資格の取得にも挑戦している。   【討議資料】 
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〒242-0024 神奈川県大和市福田６－１３－１フジコーポ福田３０１ 

 

  

■このテーマは議会最多！？ 

 

 

■旧藤沢街道から線路までの道路 

 

 桜ヶ丘地区交通まちづくり提言書は「線路の立体交差事業は、県道の拡幅に引き続き、遅滞なく行わ

れるべき」としており、大和市都市計画マスタープランは「桜ヶ丘地域は立体交差化に合わせてまちづ

くりを進める地域」としています。神奈川県が実施していく道路拡幅事業や立体交差事業は、桜ヶ丘の

まちづくりを左右する重要なものであることから、現在の街路整備事業完了後は、速やかに旧藤沢街道

より西側の道路整備と線路を除却するための連続立体交差に着手されることが望ましいと考えます。 

 現在行われている街路整備事業は横浜市境から旧藤沢街道までであり、旧藤沢街道から立体交差事業

が検討されている線路まで道路拡幅を行う必要がありますが、旧藤沢街道から踏切までの区間はマンシ

ョンなどの建築物の建てかえが進んでいます。将来の道路拡幅やまちづくりに支障はないのでしょうか。 

 さらに、これらの公共事業は、踏切より東側で進められています。事業がおくれることは、踏切より

西側の地域の発展を阻害するだけではなく、桜ヶ丘全体の発展を遅らせることに繋がります。神奈川県

がどのように立体交差手法を決定するのか、そのプロセスと決定方法及び期間について行政に質問を行

いました。 



 

 
 

「みねスクエア」とは、自由に意見交換を行う少人

数の座談会です。予約や連絡、参加費用は必要あり

ません。ぜひご気軽にご参加下さい。 
●第９６回みねスクエア 
２月２５日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
●第９７回みねスクエア 
３月２４日(土)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
●第９８回みねスクエア 
４月２２日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
公務や学校等により日程が変更になる場合があ
ります。恐れ入りますが参加される際は SNSな
どでご確認下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

■建て替え制限はできない 

 

 

出張防災講習を行います！ 

皆様からのご要望にお応えして、防災士の私が無料で出張防

災講習を行います。少人数でもかまいません。 

機材はこちらで用意いたします。気軽にお問い合わせ下さい。 

あわせて皆様からの様々なご意見をお待ちしております。 

ツイッター    ＠ａｋａｍｉｎｅｍｉｎｅ 

電話・Ｆａｘ    046-268-8330 

メールアドレス akamine1980@gmail.com 
（恐れ入りますが、不在も多いので、ｆａｘやメールのほうが助かります） 

大
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数
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 私の質問にまちづくり計画部長は「連続立体交差事業の交差方式の決定に当たって、プロセスやスケ

ジュールについて、現在、具体的に示されてはいないが、地権者及び地元住民を初めとする市民の方々

の合意形成や鉄道事業者との協議、国庫補助事業の採択を受けるための国との事前調整などが必要とな

る。これらの協議が調った後に神奈川県により都市計画決定され、国による事業認可の手続等を経て、

工事着手に進むことになる」と答弁されました。 

また、旧藤沢街道から踏切までの区間において建てかえが進んでいるが、将来の道路拡幅やまちづく

りに支障はないかとの質問には「藤沢街道から踏切までの区間については、連続立体交差事業がその完

成まで長期間を要するため、事業の進捗にかかわらず、歩行者等の安全性を速やかに確保する当面の対

策として、神奈川県が暫定的に歩道の整備を実施しているものであり、都市計画に定められていないこ

とから、建てかえに関し制限できないのが現状である」との見解を示しました。 

 それでは、行政の答弁と現状を照らし合わしてみましょう。桜ヶ丘の未来が見えてきます。まず、現

状は立体交差手法（鉄道地下もしくは高架）の住民の合意形成が行われておらず、小田急との調整も進

んでいません。私が指摘したとおり、旧藤沢街道から線路までの区間はマンションなどの建築物の建て

替えが進んでおりますが、この区間の都市計画に定められていないため、建て替えの制限も実施されて

いません。これは、道路の４車線化にかなりの時間がかかることを意味します。 

 道路整備と並行して立体交差事業を進めるための取り組みが行われていない現状を考えると、桜ヶ丘

のまちづくりは長期に及ぶ可能性があります。 


